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芦屋市議会議員 田 原 俊 彦

1983年 3月  創価大学法学部卒業

2002年 12月 三井住友銀行退職 (約 20年在職)

2003年 4月  芦屋市会選挙で初当選、現在 5期目

防災士 ひょうご防災リーダー 全国手話検定 5級 お客様対応専門員(CAP)

ユニバーサルマナー検定 3級  メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅲ種

田原俊彦 議会質問より

第 67号 2022/11月発行

●あしや温泉の入浴年齢の制限について

ロ
あしや温泉の入浴年齢の規定では『10歳
以上の男女を混浴させないでください』と

ある。国は令和 2年に、年齢を『おおむね 7

歳以上』に変更するように、全国へ通知を

出している。あしや温泉も同様に、年齢の

引き下げなど見直しをすべきでは。

兵庫県の条例で決まつているため、市だ

|ナ で年齢の見直しは難しいとの答弁でし

た。しかし国からの通知を踏まえた検討は

必要です。県への要望を含め、これからも

引き続き取り組んでまいります。

●「英語検定」受験料の補助について

中学生で、英語検定(英検)を受験する生

徒がいる。中には、家庭の経済的理由

で、受験を躊躇する子どももいる。受験

を希望する子どもたち誰もが、家庭の状

況にかかわらず、挑戦できるように受験

料の補助制度を要望する。

現在のところ、英検への補助制度を設け

ることは考えていないとの答弁でしたが、

これからも要望していきます。
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●養育費の確保のため

公正証書作成に補助制度の創設を

母子家庭で、養育費を受け取つている方は

4分の 1といった調査結果が出ている。養

育費の確保は、生活基盤を支える上で重要

だ。子どもの貧困を防ぐことにもつなが

る。離婚時に、養育費に関する公正証書を

作つておくと、いざという時に相手方に強

制執行などが可能だ。市として公正証書等

を作成するための本人負担に補助制度を

設けてはどうか。

市は来年度に、補助制度を実施する方向

で検討する、との前向きな答弁がありま

した。

●障害者情報アクセシビリティ・コミュニ

ケーション施策推進法について
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障がいのある人の情報アクセスや意思疎

通に関する施策を総合的に推進すること

が目的とした障害者情報アクセシビリテ

ィ。コミュニケーシヨン施策推進法が 5月

に成立した。

法施行を受け、市はどのように対応する

のか。たとえば、防災情報は命にかかわる

重要な情報だ。ネット環境がない方などヘ

は、家の電話やFAXで災害時の緊急情報

が受け取れる『防災情報自動配信サービ

ス』を導入すべきでは。

法施行を受け、行政計画に反映するよう

に努め、当事者の声にも耳を傾ける。防災

行政無線の更新に合わせて、『防災情報自

動配信サービス』の導入を検討する、との

前向きな答弁がありました。

令和 4年 9月議会
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ビニール傘袋の廃止が実現 !

令和 4年 6月 議会で、庁舎で使つている

使い捨てビニール傘袋は、いまの時代に

合わない。プラスチツクごみの削減の観

点から使用を見直すべきでは。傘のしず

くを取る機器に替えるべきではと提案。

プラスチツクごみの削減の観点から、ビ

ニール傘袋の使用については、見直しま

す(令和 4年 6月議会)。 →その後 8月

に「傘のしずくとり器」が設置されまし

た。(下の写真右)

⇒

市役所で以前、使

用されていた使い

捨てのビニール傘
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「こころの体温計」でセルフチェックを

10月 10日 は、世界メンタルヘルスデーでした。コロナ

禍が長く続き、心身の不調を感じている方も増えていま

す。芦屋市は、私の提案で「こころの体温計」を HPに載

せていただいています。簡単に自分自身でチェックでき

ます。少しでも不調を感じたら早めに相談を。

芦屋市ホームページ→メンタルヘルスチェック (こ ころの体温計)
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「ひきこもり」対策の

強化を訴えました

9月 、市の決算を審査する決算特別委員会が開かれ

ました。委員会で、私は、長年取り組んでいる「ひきこ

もり」対策について、次のように訴えました。

議会で私が提案して平成 25年に設置された若者相

談窓口「アサガオ」が青少年センターにあります。ひ

きこもり等の声屋市の相談窓口です。窓国が受付けた

昨年度の相談件数は 1,008件。支援対象は 107人。毎

年少しずつですが増えています。

しかし、市民アンケートの結果では、相談窓口「ア

サガオ」の存在を 97%の方が「知らない」と回答。さ

らなる周知の必要性を訴えました。

また、市として、ひきこもりの実態調査を求めまし

た。国の調査による推計値では、ひきこもりは人口の

1.57%と いう結果が出ています。芦屋市の人口 (94,000

人)に当てはめると約 1,500人 になります。

いまの支援対象人数からみると、まだまだ悩んでお

られる方々が多くおられると考えられます。まずは、

「アサガオ」や支援機関につながる体制づくりの重要

性を、訴えました。

将来は、アウトリーチ (訪間による支援)も念頭に、

ひとりでも悩んだり、苦しんだりすることないよう、

支援の輪を広げていきたいと考えています。

力務瓶翼ォ

研修で、「避難とは?」 について学び、改めて考えさ

せられました。通常私たちは、「避難」というと災害が

起きる前 (起きた時)に、どうやつたら適切に逃げる

か、ということを思い浮かべます。もちろん、この「避

難行動」も大切です。しかし、避難後に続くであろう

「避難生活」も同じく大事です。避難とは、「避難行

動」と「避難生活」、共に備えること。自身や家族に当

てはめて、どのように備えるのか。普段の生活の中で、

想像をめぐらしてみたいと思います。

市議会 TEL 0797(38)2001 www.komeLor.jp/km/ashiya… tahara/
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